
裁判員経験者の意見交換会議事概要 

１ 日時 平成２４年６月１２日（火）午後３時から午後５時 

２ 場所 東京地方裁判所第一会議室 

３ 参加者等 

   司会者 大 善 文 男（東京地方裁判所刑事部判事） 

   裁判官 村 山 浩 昭（東京地方裁判所刑事部判事） 

   裁判官 本 間 敏 広（東京地方裁判所刑事部判事） 

   検察官 川 原 隆 司（東京地方検察庁公判部副部長） 

   検察官 山 根   薫（東京地方検察庁公判部検事） 

   検察官 松 居   徹（東京地方検察庁公判部検事） 

   弁護士 木 田 卓 寿（東京弁護士会所属） 

   弁護士 野 嶋 慎一郎（第一東京弁護士会所属） 

   弁護士 高 津 尚 美（第二東京弁護士会所属） 

   裁判員経験者８名は，着席順に「１番」等と表記した。 

４ 議事概要 

司会者 

それでは，これから裁判員経験者の方との意見交換会を開催させていただき 

  たいと思います。私，本日の司会進行を担当いたします，東京地裁刑事１１部

で裁判官をしております，大善と申します。どうぞよろしくお願いいたしま

す。裁判員経験者の方，本日は大変お忙しい中お集まりいただきまして，ま

ことにありがとうございます。裁判員制度が始まりまして，既に３年が経過

したということで，今いろいろと見直しの議論がなされているところでござ

います。また，裁判員裁判に携わる法曹三者といたしましては，絶えずより

よい運用について考え，いろいろ工夫しているところでございます。裁判員

制度のよりよい運用のためには，裁判員経験者の方々のご意見というのが大

変重要で，参考になるものでございます。本日は，率直な忌憚のないご意見
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をぜひお聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

   さて，本日の進行でございますが，テーマを３つ用意しております。第１が 

裁判員裁判の審理，証拠調べについて。第２が評議の在り方について。第３が 

が守秘義務についてというように，テーマを３つ用意しておりまして，基本的

にはこの順番で議論をさせていただきたいと思っています。第１の裁判員裁判

の証拠調べの在り方に少し時間をかけたいと思っております。もちろん，これ

以外の件についても率直なご意見をお聞きしたいと思います。そして，最後に

報道関係者の方から質問を出していただきたいというふうに思ってます。 

    それでは，まず，テーマについての議論に入る前に，裁判員経験者の方々

に，裁判員裁判に参加して，どういう感想をお持ちになったか，あるいは，

どういうご意見をお持ちになったかについて，お一人お一人お話ししていた

だきたいというふうに思います。 

    最初は１番の方からというふうにさせていただきたいと思います。１番の

方は現住建造物等放火事件，被告人が同居していた両親の家に火をつけた事

件というふうに聞いております。起訴状の公訴事実については争いがなかっ

たということで，職務従事期間は５日とお聞きしています。よろしいでしょ

うか。 

１番 

ええ。 

司会者  

率直なご意見，感想をお願いします。 

１番 

はい。我が家は娘２人と主人がいるんですが，その３人が裁判員をぜひやっ 

  てみたいとふだんから口に出すんです。法学部出身ということもありまして。

私だけが嫌だ嫌だと言ってたら，その私に来てしまいました。その３人に，

一番最初にいいなあ，かわってもらえないかどうか電話してみてと主人に言
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われました。でも，世の中そんなもので，私も本当に知識が一番家族でもな

く，とても不安だったんですけれども，やはりやってみて，今まで知ること

もない世界を垣間のぞくことができたかなと思って，やってよかったという

のが私の感想です。ありがとうございました。 

司会者 

 それでは，続きまして２番の方にお聞きしたいと思いますが，２番の方が

参加された事件というのは，監禁致死幇助ということで，それほど多くない

内容だと思いますが，いわゆる正犯の方が被害者の方を連れ回すなどして監

禁して，暴行を加えて被害者の方が死亡したと。被告人はそれを助けたとい

うことで起訴された事件だというふうにお聞きしてます。それで，公訴事実

については争いがないということで，職務従事期間は３日とお聞きしてます

が，よろしいでしょうか。 

２番 

 はい，そうです。 

司会者 

 裁判員裁判に参加されてのご感想，ご意見をお聞きしたいと思いますが，

いかがでしょうか。 

２番 

 そうですね，こういう機会があればぜひ参加したいなと思ってたところだ

ったので，内容があとは重くないことを願ってたら，いい具合にそんなに重

いものでなくって，心理的にもそんなに引きずるものではなかったです。で

も，審理をしてた３日間というのは，やはりこのことばかり考えてしまって，

あとはそれ以降数日間は，やはりその裁判自体がどういうものだったのかな

ということは考える機会ができました。 

司会者  

どのようにお考えになりましたか。考える機会ができたというのは。 
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２番 

 それまで，犯罪そのものが，余り身近なものに感じられなかったのがすご

くあったなと。それが，その事件が起きた場所とかもそうだったんですけど，

近くでこういうことがあったなんて，人も死んでたということに気づいて，

それが法律で裁かれてるという何て言うんでしょう。社会の教科書でしか知

り得なかった裁判みたいなものの一連の流れが，実際に経験として自分の経

験として，経験ができたということです。 

司会者 

 それでは，３番の方にお聞きしたいと思いますが，３番の方は傷害，監禁

致死等ということで，被告人がほかの共犯者と共謀の上で，被害者の人を監

禁して暴行を加えて，被害者の方が死亡したという事件で，公訴事実につい

ては争いがないというふうにお聞きしてます。職務従事期間は５日というふ

うにお聞きしてますが，よろしいでしょうか。 

３番 

 はい。 

司会者 

 裁判員裁判に参加してのご感想をお聞きしたいと思いますが，いかがでし

ょうか。 

３番 

 私は，年齢が６９歳ですので，もう裁判員裁判はなれない。最初は，裁判

員裁判，もう自分はやれる知識もないし，もう当たらなければいいなと思っ

てました。でも，６９だからこれで今年で終わりだからもういいやと思って

ましたら，何かくじで当たったようで，びっくりしました。そして，今度ま

た次にまたくじ引きがあったようで，またそれにも当たったと。ふだんくじ

にはだめな人間がこういうときには当たるのかなと。そして，いつもいつも

裁判という言葉自体，非常に私から縁遠いところなので，今回こういった経
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験をさせていただいて，その後ですね，裁判員裁判をやりましてから，何回

かこちらに見に来ました。傍聴しに。 

司会者 

 傍聴されたんですか。 

３番  

ええ。それから，ほかのこういったところにも意見交換会というか，それも

見に行ったこともありました。ですから，非常に裁判員裁判について知識と

いうか増えまして，非常に勉強になりまして，できれば本当に教科書にはど

う載ってるのかなとか，または，そういった学校の授業でこういった裁判員

裁判の経験者が，社会科の授業でそういったときの３０分でも話す時間が教

育機関で設けてもらえれば，また生徒たちに中学の授業とか高校の授業で，

そういった経験者がしゃべれば，どうせいずれは，その子供たちは裁判員裁

判，長く続くかどうかわかりませんけれども，とりあえず続くという観点か

らすれば，いつそういう２０歳になれば当たる可能性があるわけですから，

そういった意味で，広く広めていければなと。私，身近な人に裁判員になっ

ちゃったよと。守秘義務はあるでしょうけども，そのしゃべったらば，だれ

も該当者１人もいないんです。裁判員になったということだけで皆さんびっ

くりしてまして，そういう状態で，もう私としてもこれが最後だと思いまし

て，きょうも希望ということで出席させていただいたと。 

司会者 

 それでは，４番の方にお聞きしたいと思いますが，４番の方は，強制わい

せつ致傷等ということで，被告人が路上でわいせつ行為を行ったという４件

事件があって，１人についてけがを負わせたということで，職務従事期間３

日ということでお聞きしてますが，裁判員に参加してのご感想，ご意見等を

お聞きしたいと思うんですが，いかがでしょうか。 

４番 
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 まず，最初に裁判所からの通知をいただいたときに，私に回ってきたんだ

という実感がわかなかったですね。本当にその裁判員というのはやっていけ

るんだろうかと。人を裁判で量刑を科すということが自分でできるんだろう

かというのが少し，少しというかかなり心配になりました。それで，変な話

ですけど，随分本を買いあさりまして，実際のその裁判がどうなってるんだ

と随分あれやこれや勉強させていただきました。結局，この強制わいせつ致

傷という裁判に参加させていただいたんですが，本当に私たちが考えてると

いうか，一般の我々が考えている被害者の気持ちというのを本当に代弁でき

るのかなと。というのは，起訴事実を争うという問題ではなかったものです

から，弁護士さんからいろいろ加害者の方はすごく反省してますという言い

方をして，ところが，その甲斐あって自分の罪を軽くしてもらおうというそ

ういうことが見え見えだったんですね。それでも，裁判員としては凜とした

態度で持てずに流されてしまった。最近何か母親が子供を虐待死させたとい

う問題で，求刑よりも判決のほうが重かったというのがありまして，ここま

で来たかなというふうに最近思いました。裁判員になってよかったんだなと

今思っています。 

司会者 

 それでは，５番の方にお聞きしたいと思いますが，５番の方が参加した事

件は，住居侵入，強盗傷人等ということで，起訴状の公訴事実は，被告人が

共犯者２人と共謀の上で，被害者夫婦方に侵入して強盗を行い，けがを負わ

せたということで，争点については共謀，そして，共謀共同正犯か幇助犯か

というあたりが問題になってたというふうにお聞きしてます。職務従事期間

は１１日ということで，かなり長い裁判だったというふうにお聞きしてます

が，裁判員裁判をやられての感想というのはいかがですか。 

５番 

 まず，裁判員制度ができたときに，ぜひやってみたいと思っていたんです
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けれども，実際裁判所から通知が来たときに何か悪いことしたのかなって思

ったんですけど，裁判員裁判の通知だったということで，本当にびっくりし

て，実際できることになったときに，１１日間というのが長いのかどうか私

は全くわからなくて，皆さん３日とかという方が多いので，長かったんだな

と今ちょっとわかったんですけれども。本当に自分の意見を言うのがすごく

大変だったんですけれども，なかなか言えなくて，最初黙ってしまうぐらい

言えなかったんですけど，だんだん自分の意見を述べられるようになったん

ですけれども，すごい難しかったというのが一番感想としてはありますね。 

司会者 

 事案，事件に対してはどういったご記憶ですかね。 

５番 

  そうですね，殺人とかではなかったので，重くはないかと思いますが，被害

者の方がいらっしゃるので，そういう意味じゃやっぱり軽んじて言えるよう

な事件でもなかったので，心理的にやっぱり大変というのはありましたね。 

司会者 

 それでは，次に６番の方にお聞きしたいと思いますが，６番の方の事件は，

覚せい剤取締法違反，関税法違反ということで，起訴状の公訴事実は，被告

人が営利の目的で覚せい剤を携帯して，空港で日本に持ち込もうとして発見

されたということで，否認事件で，被告人の故意，共謀，営利目的などが問

題になったということで，職務従事期間は６日というふうにお聞きしていま

すが，よろしいでしょうか。それでは，裁判員裁判を経験されてのご感想，

ご意見をお聞きしたいと思いますが，いかがですか。 

６番 

 とりあえず裁判員を経験したというところの感想については，はっきりし

ない言い方かもしれないけど，おもしろかったというか貴重な体験ができた

なと思いました。とりあえず，会社に限って言うと，今のところ名簿に載っ
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た人はいますけれども，実際裁判員になった方までいないということなので，

本当にそういうところも含めても，本当に貴重な体験ができたんだなという

のが率直な感想です。細かい部分に入りますと，今回の被告人が外人の方と

いうことで，通訳の方を介してのやりとりということだったので，テレビで

しか見たことなかったですけれども，そういうのを想像して挑んだというと

ころから見ると，通訳が入った分ワンクッション置けたというか一呼吸でき

てそのやりとりを聞けたので，言葉自体難しいので全くわかんない部分もあ

りましたけれども，ある程度冷静にというか，全体を見て評議のほうに入れ

たのかなというのは感想として持ってます。身の回りでもさっき言ったとお

り，名簿に載った方というところまではいたので，自分がやって本当に貴重

な経験できたんで，ぜひやったほうがいいよということでは後押しさせても

らったというのもあります。 

司会者 

 続きまして７番の方，お聞きしたところによりますと，殺人未遂，公務執

行妨害，大麻取締法違反という事件で，起訴状の公訴事実は，被告人が警察

官から職務質問を受けて，警察官がすぐそばにいるのに車を急発進させたと

いうことで，殺人未遂と公務執行妨害ということで，あと大麻についても起

訴されたということで，否認事件で，殺人の実行行為，あるいは殺意，大麻

所持の故意などが問題となったというふうにお聞きしてます。職務従事期間

は９日間というふうにお聞きしてますが，よろしいでしょうか。 

７番 

 はい。 

司会者 

 裁判員裁判を経験されての裁判員になってのご感想，ご意見をお伺いした

いと思います。 

７番 
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 まず，率直な感想としては，やはり少しちょっと長いなというのが。それ

もちょっと裁判員に関しては少しやってみたいなというものがあったので，

貴重な体験というか，自分が知らなかったところで裁判員制度を知れたこと

がすごく自分にとってプラスになりましたし，あと，社会というかニュース

に裁判員のこととかニュースになったときに，やっぱり自分が関心を持った

というか，今まで政治のことで少しちょっと疎かったところで，やっぱり今

回の今後のオウムの事件とか，裁判員になるのかならないのかというところ

にやっぱり少し興味を持ったというか，自分にとってプラスにはなりました。 

司会者 

 事件の報道がかなり関心を持って読まれるようになったということですね。 

７番 

 はい。 

司会者 

 それでは，次に８番の方，お聞きしたいと思いますが，８番の方の参加さ

れた事件は，殺人未遂等ということで，被告人が通行中の人に対して，殺意

を持って果物ナイフで背中を突き刺すなどしてけがを負わせたという殺人未

遂の事件というふうにお聞きしてます。情状関係について事実関係に争いが

あったというふうにお聞きしております。職務従事期間は７日ということで

よろしかったでしょうか。 

８番 

 はい。 

司会者  

それでは，裁判員を経験されてのご感想，ご意見をお伺いしたいと思います

が，いかがですか。 

８番 

 最初に選ばれたときは本当にびっくりしましたし，自分でいいのかなとか

- 9 - 



そういう自分も出てきたんですけれども，いろんな周りからの話とかも聞い

てるうちに，自分は予備知識を入れないまま裁判に向かうほうがいいのかな

というふうに思って参加しました。それはやっぱり，ランダムに選ばれてま

すし，何か偏った意見が出ないように，自分の中の個人の意見を求められて

るんだなと思って，すごい無知なんですけども，裁判が終わった後はニュー

スで見たりだとか，裁判員のこととかが話に出たりするときには，やっぱり

自分の中で貴重な体験をしたんだなというふうに感じました。以上です。 

司会者 

 それでは，お一人ずつ裁判員裁判に参加しての感想，ご意見をお伺いしま

した。 

   それでは，用意させていただいてますが，一番最初のテーマ，裁判員裁判の

審理についてというテーマについて入りたいと思います。 

   審理といっても，大部分を占めてるのが証拠調べということで，まず，裁判

員経験者の方に，証拠調べについて率直なご感想を伺いたいというふうに思

ってます。証拠調べというのは，最初に検察官がいわゆるプレゼンのような

形で証拠によって証明しようとする事実を述べて，その後弁護人のほうも同

じように証拠によって証明しようとする事実を述べます。その後証拠書類の

取調べということで多分書類の朗読をやりまして，その後証人とか被告人か

ら話を聞いたりしました。そういう証拠調べ一般についてまず最初にお聞き

したいと思います。証拠調べはわかりやすかったですか。それとも，わかり

にくい点がありましたか。わかりにくいという場合，どういう点がわかりに

くかったですかというあたりについてを，まず最初にお聞きしたいと思いま

す。どこの段階でも結構です。どなたからでも結構ですが，いかがですか。 

   ８番の方，いかがですか。証拠調べ一般についてですね。どの段階でも結構

ですが，わかりやすかった，こういう点がわかりにくかったとか，そのあた

りの率直なご意見を聞かせてください。 
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８番 

 ほかの事件や事例を見てるわけではないので，自分が受けた証拠調べの状

況がどうだというのは正直判断しかねる。こういうものなのかなというふう

にとらえるしかなかったんですけど，特にわかりづらくてすんなり入ってこ

なかったなというところは感じませんでした。 

司会者 

 証拠書類の調べも，証人とか被告人質問もありましたですね。 

８番 

 はい。 

司会者 

 特にわかりにくいというような印象はなかったですか。 

８番 

 そうですね。結構細かいところまで，時間が何時何分だとか，場所がどこ

だとかそういう部分まで出てくるとはわかってはいたんですけど，並べられ

て言われると，ちょっと面倒くさいなというか，そういうところが気になっ

てくるものなんだなというふうには感じましたけど，いいか悪いかというの

はちょっと。 

司会者 

 特に８番の方としては，わかりにくいとは思ったことはないということで

すかね。 

８番 

 はい。 

司会者 

 率直にご意見を伺いたいと思いますが，７番の方いかがですか。 

７番 

 今回，車だとか交通，道路の上で事故が起きたもので，図面を使ってやっ
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たりとか，その当時の道路の状況だとか，そういうのが紙に１枚１枚配られ

ていたので，そういう面ではすごくわかりやすかったというか，理解に困る

ことは余りなかったです。 

司会者 

 多分，７番の方の事件は証人尋問とかたくさん何人か聞かれましたですね。

そのときにやっぱり，一人一人に図面を配ってもらったと。 

７番 

 車の専門家の方が何度も自分の見解を述べてらっしゃって，その都度紙が

配られるのですごくわかりやすかったです。 

司会者 

 図面を配られたんで，わかりやすく聞かれたということでよろしいでしょ

うか。 

７番 

 はい。 

司会者 

 ６番の方はいかがですか。同じ質問ですが。 

６番 

 一つは覚せい剤を扱った件だったので，物的証拠については，隠し持って

持ち込もうとしたかばんというのが証拠として出てきたんですけれども，そ

れに関しては非常にわかりやすいというか，一応評議にもつながりやすいも

のであったとは思います。ただ，そのほかの証拠として提示というか使われ

たのが，メールとかチャットのやりとりが出てきて，私たちの手元に資料と

していただいたのが日本語に訳されていたものだったんですけれども，実際

の英文のやりとりだと，本当にこういう解釈でいいのかなという疑問があっ

たのは正直なところです。 

司会者  
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メールとかチャットなんかは，法廷では朗読されたんですか。 

６番  

紙でもいただきました。 

司会者 

 朗読するとともに，紙で裁判員一人一人に。 

６番 

 はい。その後の評議のときにもそれを持ちながら，時系列じゃないですけ

ど，何日の何時にこういうやりとりをしてて，その後に被告人がこういう動

きをしてとかという，そういう確認をしながらの評議だったので，非常にそ

のメールなりチャットなりのやりとりにも重きを置いて評議したのも事実な

んで，ちょっとその辺が本当に英文の訳が正しかったのかなという疑問が残

ったというのが正直なところです。 

司会者 

 英文の訳ですね。 

６番 

 で，通訳の仕方で受け取り方がまた変わったんじゃないかなというのも，

ちょっと自分の中では残りつつの評議というのが本当に正直なところでした。 

司会者  

それでは，５番の方いかがですか。同じ質問ですが。 

５番 

 正直，わかりにくいというのがありましたね。 

司会者 

 どういう点ですかね。 

５番 

 まず，時系列が細かい部分で，なかなか書面で見てもわかりづらいという

ことは。 
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司会者 

 それは，１１日間。証人もたくさん呼ばれた事件だと思いますが，事案自

体がかなり複雑だったということですか。 

５番 

 そうですね，割とどう思っていたかというのが争点になっていたので，被

告人が。そういう意味で，なかなか初めてそこで会った人にどう思っていた

かというのを知るというのは，なかなか難しいなというのがありましたね。 

司会者 

 証人尋問とか証拠書類も調べられたと思いましたが。 

５番 

 わかりづらいとか私のほうにも問題があるんですけども，そうですね。多

分，みんなはちゃんとわかっていたので，私の問題かなというのはちょっと

あれなのかなと思います。 

司会者 

 やっぱりかなり事案が複雑だったということもあるんですね。 

５番 

 そうですね。 

司会者 

 それでは，４番の方。同じ質問ですが，いかがですか。証拠調べについて

意見と感想というかですね。 

４番 

 私の場合は，現行犯逮捕によるものだったので，一番証拠調べであっと思

ったのは，防犯カメラの映像ですね。防犯カメラの映像が，本人が写ってい

たので，こんな証拠を突きつけられたらどうにもならないなと思うようなあ

れで，証拠全般についても全然わかりにくいという点はなかったですね。 

司会者 
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 それでは，３番の方いかがですか。同じ質問ですが。 

３番 

 私の扱った犯罪についてはグループなんです。ですから，グループで先ほ

どどなたから時系列のその表なんですけれども，お名前がこのときはだれと

だれがタクシーに乗ったとか，この病院がだれとだれが行ったと名前で書い

てあるんです。そうしますと，その六，七人のグループでだれが，Ａさんが

どれだけ関与したか，Ｂさんがどれだけ関与したかというのが，時系列が文

章で書いてあると非常にわかりにくいと思ってる。時系列で名前だけじゃな

くて，その隣に右側に，Ａ３にしていただいて，それぞれＡさん何々さん，

こことここに関係してると，Ｂさんはこことここに関係してる，被告人はこ

こだと言うと，この人はここからスタートしたんだと。そういったいわゆる

グループの中でどれだけ関与したのかがあるとわかりやすいと思うんですよ。 

   名前で書いてあると，この人はどこから出発なのか，ここから事件に参加し 

たのかですね，今度状況というか刑をあれするまでも，結局バランスというか，

後の話にもつながると思うんですけども，結局ほかの人ともどういった位置に

いるのかというのがどうしてもつかまなくちゃいけないんで，できればその時

系列の隣に同一の名前を横につけて，この人はここと，この人は１回しかこの

事件では関与してない。この人は丸が付いてて随分関与してるなとか，特に被

告人の場合は，こことここ。ああ，ここからこの人はスタートしたんだと，そ

れまではどうだったんだろうとかですね。いわゆるすべての事件，ある程度こ

こからはこの人は参加してないけど，じゃ，一体どんなこと普段はしてる，そ

の間は何をしてたんだとか，いろいろな質問もしやすいと思うんです。 

   そのときに，それと同時に，一番最初に裁判長さんがメモしなくていいと。

メモしなくても大丈夫だと。いろいろな資料をいただけるだろうと思って，

初めにちょっとメモを怠ったところがありましたけど，できればやはりメモ

をですね，取れるように先ほどの今の時系列の横に，氏名と丸と同時に，隣
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にその時系列に横側に摘要欄みたいなのがあると，一々違ったところでメモ

するときに，何時のときにこの事件があってこの人はなんて話があったとき

に，あっ，ここへメモすれば。しかし，メモを一々書ける冊子がない。です

から，Ａ３にしていただいて，このときにはこの人がこんなこと言ったとか，

この人はこうだったとかって，すぐそこにメモに書きやすくしていただけれ

ばなと。 

司会者 

 ２番の方はいかがですか。証拠調べ一般について，わかりにくい点がなか

ったかというあたりはいかがですか。 

２番 

 私が関与した事件に関しては，いろいろな場所の移動であったりとか，共

犯者等の関係性とかがどこで知り合ってて，どの段階でそういう依頼を受け

てとか，そういうやっぱり時系列が大事で，やっぱり文章が一律化してると，

先ほど皆様がおっしゃってるように，行ったり来たり，戻ってきてしまった

りとか，今どこの話をしてるのかわからなくなってきたので，もうちょっと

読みながら自分でこう時間軸上の表で，作りながら話をまとめて，それは多

分個人個人がやってたと思うんですよね。 

   今お話聞くと，そういうのはあると便利だなと思いながらも，そういうのが

あると，逆に流しちゃうかなというところがあって，自分の中で作りながら，

あれ，じゃ，こことここと言ってるところに矛盾がないとか，どうしてここ

で急に凶器を渡せるような関係にあるんだろうとかいうものが若干疑問点に

なって，じゃ，それを審理のときに質問してみましょうという，逆にそこが

わかんなければ質問してみましょう。もしくは，ほかに裁判官の方がその当

時調書を調べてきてて，それ載ってますということで，こういうことで質問

にその場で答えてくれたりとか，そういう何て言うんでしょうか，わかんな

いところを検証しながら読んでいくという意味では，先ほどのわかりやすい
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ものである必要はなかったのかなと今，やや思いました。 

司会者 

 そこはわかりやすさという点ではわかりやすかったですか。 

２番 

 文字だけではわかりにくかったので，そこは時間軸上にみんなでホワイト

ボードに直していく。 

司会者 

 時系列に直していったというところですか。 

２番 

 はい。 

司会者 

 １番の方いかがですか。証拠調べ一般についてですが。 

１番 

 私は，本当に単純な，被告が両親の家に火をつけちゃったと。そこに夫が

すぐに駆けつけて，３カ所に火をつけたんですがすぐ消火しておりました。

だから，燃焼面積も０．０１５平方メートルほどのものですし，それに関し

ても実際燃やす実験もしてて，それも全部見せていただいたので，私の事件

の場合は割と単純で，その時系列がということではなく，わかりやすかった

と思います。 

司会者 

 わかりにくいところはなかったですか。 

１番 

 実際にもっと燃えちゃったんじゃないのかって思うんです。ですけれど，

皆さんもおっしゃってましたけど，でも，警察の方が実験してると，ああこ

れしか。でも，このときの気象，いろいろ湿度とかいろいろ関係あると思う

んですけれども，でも，燃焼範囲は０．０１５平方メートルで非常に少ない
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んです。３カ所つけた割には。でも，もし間違えて夫が来なかったら燃焼し

てただろうという見解なんですけど，たまたま実の母親が夫を呼びに行って，

夫が駆けつけたので，次々と消火してるんで，そういう意味ではそんなに複

雑ではなかったので，証拠はわかりやすかったです。 

司会者 

 それでは，やはり立証活動をされてる検察官，弁護人のサイドしては，裁

判員がこの立証についてはどう思ってるか，どう感じてるかというのは非常

に関心が深いところではないかなというふうに推測されますので，まず検察

官，弁護士の方からいろいろご質問していただきたいと思いますが，弁護士

からお願いします。 

木田弁護士 

 アンケート調査でですね，検察官の冒頭陳述とか論告に比べると，弁護人

の冒陳とか弁論がわかりにくいというようなアンケート結果もあるらしいん

ですが，皆様方が聞いてらして，弁護人の意見というのがわかりにくいと思

ったことがあるかどうか，それはもしあるとすればですが，どういう理由な

のかなというふうにお考えになったかどうか，あればちょっとお聞きしたい

んですが。 

司会者 

 これは，全員にお聞きするということですね。 

木田弁護士 

 はい。 

司会者 

   いかがですか。今度は，検察官と弁護人と分けていただいて，弁護人のいわ

ゆる最初に述べる冒頭陳述ですね。証拠により証明しようとする事実の書面。

それから弁論もですか。そういう書面についてどうだったかと。わかりにく

い点があったかどうかですかね。どなたからでも結構です。いかがですか。
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弁護人の活動をちょっと思い出していただいて，どうぞ４番の方。 

４番 

 私の場合は，起訴事実を争っていないので，弁護人の方は最初から情状酌

量を求めてきていたので，よくわかるというかわかりやすいというか，弁護

人の方はこう言うだろうなというのをそのとおり出てきてますので，とって

もわかりやすかったです。 

木田弁護士 

 それは，例えば余り通らないなというような印象はなかったですか。弁護

人はそう言ってるかもしれないけど，余り裁判員では響かないなとか，そう

いうような印象はありますか。 

４番  

当然こう言うだろうと思って，私でもそうするだろうなというような発言を

されてましたので，弁護人はこう言うだろうなって，本当そのとおりだと思

ってしまいました。 

司会者 

 ２番の方いかがですか。 

２番  

私のやつも争わなかったので，そういう意味では伝わりにくいということは 

  なかったですけども，何て言うんでしょうか，気持ちとして，被告人がこう言

ってますということで，弁護には余りなってない感じではありました。争わ

ないし，全面的に反省しておりますということだけでしたので，特に弁護士

さんがおっしゃった言葉とかも専門用語とかもとにかく本当に単純なもので

した。 

司会者 

 １番の方どうぞ。 

１番 
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 私も弁護人の方はとてもわかりやすく，今言うべきじゃないでしょうけど，

求刑のときに非常に驚いて。素人考えだとこうだとみんな思ってたんですけ

ど，弁護人としてはそうではないという。だから，いろんなことを考えてら

して，求刑の評議の前に，弁護側がＡ４のかなり１０枚ぐらいあったと思う

んですけれども，こう考えていて被告人はどうのというのをいただいたんで

すけど，悲しいかなそれはすごく読みたかったんですけど，持って帰っては

いけないんですね，家に。読む暇がないんです。本当に読みたくて，その合

間合間に読み始めるんですが，結構こんなに力作をしてくださってるのに，

持って帰っていいですかとお聞きしたんですけれども，それはもちろんだめ

なんですね。だから，もったいなかったですね。あれ読みたかったです。だ

から，一生懸命やってらっしゃるんだと思います。 

司会者  

法廷で述べるときは，口頭での説明のときはわかりやすかったですか。 

１番 

はい，それはとても。でも，本当にいろんな手法があるんだなというのはと

ても感心しましたし，とてもわかりやすかったです。 

司会者 

検察官いかがですか，ご質問。 

川原検察官  

ちょっと２番と３番の方に確認ですが，先ほどのお二人がお話しになった時 

  系列，特に３番の方はＡ４とおっしゃってましたですね。紙の大きさが。その

冒頭陳述，検察官が一番最初にこの事件はどういう事件が起きて，要はプレ

ゼンをするときにお配りした資料と別の時系列が，要するに内容的には一緒

かもしれませんが，時系列だけの資料がその証拠調べのお手元にあったとい

うんですか。 

３番 
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そうです。一番最初にいわゆるこの件はということで，こういったメンバー 

  ですよと。そして，こういう人ですよと。Ａグループ，Ｂグループでこういう

ふうになってますというんで，いわゆるそれぞれのグループ別に書いてある

表があって，それともう一つは今のですね。何日の何時にバスに乗ったとか，

何時にお医者へ連れていったとか，そういう事件の関連の毎日毎日の表の時

間ごとに書いてあるんです。そのときに，どこへ行ったとか，何とかかんと

か書いてて，それはだれとだれが乗っていったよと。その刺したのはだれと

だれがここにいたよと。そういうことでずっと書いてあるんです。 

川原検察官 

時系列だけが取り出したものが。 

３番 

そうです，はい。 

川原検察官 

冒頭陳述とは別に，ここの時系列の報告書を弁護人と同意であれば作って， 

  多分添付の時系列でわかりやすくということですかね。 

３番  

そうです。 

川原検察官 

そういったことを前提に，何人かの方に伺ってると，比較的複雑な事件， 

すなわち，証拠調べ，実際の証拠に入ると，いろんな情報が出てくる事件，

そういう方を中心に，その前に検察官がまさに冒頭陳述として事件のアウト

ラインをご説明しますが，その検察官の冒頭陳述がわかりやすい，わかりに

くいという中で，最初に検察官の立場で裁判員に説明する情報の量といいま

すか，要するに事件をその後証拠調べで理解する上で，最初の冒頭陳述の内

容，情報の量が適切であった，あるいは足りない，もっと最初に説明してく

れればというふうな，あるいは逆に，最初にそんなこと急に言われてもわか
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るかと。最初はもうちょっと簡単で，そのうちおいおいわかってきたなとい

ういろんなお考えが生じる。冒頭陳述のボリュームといいますか，情報量と

いう関係で，ご意見をお伺いできますか。 

司会者 

最初に検察官が証拠によってこういう事実を立証したいというふうに述べる 

  と思うんですけど，その情報量ですね。多いか少ないか，わかりやすさという

点につながると思うんですけど，情報量がどうかというあたり，どなたから

でも結構です。いかがですか。７番の方は結構複雑な事件でしたね。 

７番  

弁護人と検察官の方の論点が全く違ったものだったので，裁判長の方から， 

  これはあくまでも両方の見解だというふうに，だからそれを重視しちゃいけな

いというか，余り深く考えないでということを前もっておっしゃってたので，

結構冒頭陳述としてはちょっと長かったというか，主張の部分。結論を端的

にといいますか，ちょっと。ボリュームとしてはちょっと多かったんじゃな

いかなと思っても，争いがあった分，それはしようがないことなのかなとは

思いました。 

司会者 

かなり情報が多く入ってて。 

７番 

そうですね。 

司会者 

   もう少しさっき言われたアウトラインを出すような形のほうがわかりやすか 

  ったんじゃないかというそういうご意見ですかね。 

７番 

はい。 

司会者 
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  ほかの方はいかがですか。検察官のいわゆる冒頭陳述ですね。２番の方いか

がですか。 

２番 

 私のやつは争わなかったという意味もあって，冒頭陳述の部分ではすごく

まとまってて，完璧なものだったと。 

司会者 

 よろしいですか。ほかに何か検察官，弁護士の方で何かありますか。 

木田弁護士  

公判で証拠が出てくるわけですけど，法廷に。もっとほかの証拠が見たいな

とか，こういう証拠をもう少し出してくれればいいのにとか，何かそういう

ような印象というものはありませんでしたか。 

司会者 

 もっとこういう証拠が見たかったとか，ちょっとこのあたりがもうちょっ

とあったら，もう少し議論が深まったとか，そういうあたりでも結構です。

いかがですか。あるいは，さらに付言して，この証拠調べに時間がかかり過

ぎるというようなところでも結構ですが，今の弁護士の質問と逆にですね。

この証拠を見たかったということでも結構ですし，あるいはこれはちょっと

時間がかかり過ぎてるんじゃないかとかいうあたりでも結構です。証拠調べ

一般について，どなたからでも結構ですがいかがですか。６番の方いかがで

すか。 

６番 

 物的証拠に関してはさっきも言ったとおり，隠してたかばんの形状なり何

なりというところだったので，自分は別にひっかからずにすんなり行けたん

ですけれども，やっぱり本当に英語の訳ですね。とりあえずさっきも言った

日本語に訳されたものが資料という形で渡されたんですけれども，その文の

やりとりを見るんだけれども，自分の国語能力の不足もあるのかもしれない
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んですけど，会話として成り立ってないような訳され方をしている部分もあ

るんですね。でも，そこが実は営利目的を被告人が理解してた，してなかっ

たかというその被告人の気持ちの判断材料部分になる部分でもあったりとい

うところもあったんで，その辺に関しては，さっきも言ったことになるんで

すけれども，ちょっといまいちすっきりいかなかった部分というのはありま

す。 

司会者  

ほかの方はいかがですか。それでは，今度裁判官からちょっと質問ですね。

お聞きしたいと思いますが，村山裁判官，いかがですか。 

村山裁判官 

ちょっとまだ大分緊張されてるかと思いますが，法廷で一生懸命こう証拠

調べをごらんいただいて，評議室に戻ってきますよね。その評議室に戻って

きたときに，皆さんの中で今やってた証拠調べってどういうことだったです

かねというような話をしたことありましたかね。特に職務従事期間が長かっ

た５番の方とか７番の方で，やはり証拠調べの日が何日も続いたと思うんで

すね。そういった中で，その証拠調べが１つ終わって部屋に戻ってきたとき

に，今やった証拠調べというのは，何の証拠でどういう意味があるのかとい

うのがいま一つみんなと話さないとわかんないというような状況はなかった

ですか。 

５番 

 そのときにはなかった。 

村山裁判官 

 検察官が証拠の内容を読み上げたときもなかったですか。 

５番 

 そうですね，特にはなかったです。 

村山裁判官 
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情報量として，どの程度だというのがあるんですけど，検察官が読み上げ

て証拠調べで知った情報というのは，部屋に戻ってきたときにみんな共通の

理解でしたかね。 

７番 

 少し記憶がちょっとあいまいなんですけども，証拠として出していいです

かという争いが途中であったような気がしたので，そこのどのところを言っ

てるのかちょっと公判中にもちょっとわからなくなったりとかはありました。

報告書がちょっと多くて，どれがどの証拠で，どれがどのものとか，大麻が

発見されたところがあったので，どこに入っていたのかが両者とも食い違っ

ていたので，どれが本当に証拠なのかとかがちょっとわかりづらかったです。 

司会者 

 例えば，評議室に戻って，あのときのあの証拠調べはどういうふうな意味

があったとか，どういう目的があったとか，そのあたりについて後でみんな

で話し合ったとかいうのはないですか。 

４番 

 いえ，特には。 

司会者 

   ３番の方ないですか。 

３番  

はい。 

司会者 

 ちょっと１点だけ私のほうから。証拠調べっていって普通，大体証拠書類

を朗読してますよね。あと，証人尋問というあるいは被告人質問で，直接法

廷で証人とか被告人が話したりする。そのあたりの双方比べてですね，例え

ば評議の際の印象とかそのあたりはどんな感じですか。証拠書類の調べと証

人尋問と被告人質問の調べと。どちらがわかりやすいとか，特にありません
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か。１番の方はいかがですか。 

１番 

 本当に単純な事件で，被告は若いころ，１０代のころに一回精神病院に入

れられてるんですね。明らかに私から見ても，やはり障害者なんですけれど

も，証拠は十分に責任を負えるというふうな方向にどんどん行ってしまって，

結局そうなっちゃったんですけど。 

司会者 

 証拠書類を読み上げて調べた後に，ちょっと余りあの証拠どうだったかな

というようなことを思うことって余りなかったですか。 

７番 

 その車の中に，どこに何があったかというのが結構評議中では問題になっ

たので，表にするだけではちょっとわかりづらかったかな。 

司会者  

   それでは，続きまして第２のテーマに入りたいと思いますが，皆様方，審理

が終わった後，判決宣告に向けて，裁判員，裁判官と評議に入ります。この

評議についてご経験されて，どのような感想を持たれたかということをお聞

きしたいと思います。例えば，雰囲気がどうだったとか，自分の意見を十分

言えたとかこういうような進行だったらもっといいじゃないかとかいうこと

でも，何でも結構です。評議につきまして，率直な感想をお聞きしたいと思

います。それでは，４番の方いかがですか。 

４番 

 かなりやっぱり６人の意見に開きが，自由に皆さん言ってたもんですから

意見に開きがあって，これが裁判員ということなんだなと思うような。私は

明るい雰囲気の中で，かなり自由な発言を皆さんやってたので，私は評議は

随分いいものだなと思いました。 

司会者  
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非常に充実したものだったと。 

４番 

 はい。 

司会者 

 ４番の方も意見を十分言えましたか。 

４番 

 十分，私は言えたと思っています。はい。 

司会者 

 ３番の方，いかがですか。 

３番 

 評議につきましては，４番の方と一緒で，大変グループのメンバー，私た

ちの６人のメンバーは恵まれまして，いろいろな方がいらっしゃって，いろ

んな意見が出まして，そして，こういう考え方，こういう意見もあるんだな

ということで，しかもいろいろなことでスムーズに行けたと思います。人の

意見が十分に反映されたと思います。やはり，量刑なら量刑する場合でもで

すね，やはり裁判官の方と私たち一般市民の考え方とのずれというか，その

辺がちょっと垣間見えたなという気がします。細かいことは守秘義務なので，

現に関係することもあるかと思うんですけれども，やはり新聞に出てました

けれども，量刑の幅が広がったとか山が少し後ろになったとか，確かにそう

いう気がします。 

司会者 

 ただ，評議については，３番の方も十分意見を言えたというふうにお聞き

していいですか。 

３番 

 はい，もう本当に反映していただきました。 

司会者 
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 ２番の方はいかがですか。 

２番 

 そうですね。私がやっぱりその評議では，番号じゃなくて名前で呼びまし

ょうという形でやって，非常に和やかな感じで評議していました。裁判長の

方もすごくよく聞いてくれるというか，その話も引き出しというかうまくて，

皆さん本当に真剣にその内容に取り組むというか，その意見をすくってくれ

たと思います。 

司会者 

 ２番の方も十分意見は言えたということなんですかね。 

２番 

 はい。 

司会者  

それでは，１番の方いかがですか。 

１番 

 私のグループも，女性が私を含めて２人いたんですけれども，違う意見で

も，ちゃんともう１人の女性が私はそうではないということを最後まで主張

してらしたし，あと，やっぱり裁判長も，皆さんと同調してそうだなんてお

っしゃらなくていいんで，ちゃんとご自分の意見をというので，最後のお一

人が納得するまでみんなで話し合うことができてよかったなと思います。 

司会者 

 １番の方も自分の意見は十分言えましたですか。 

１番  

はい，私いつでも端っこで，いつでも私からなので。そして私も裁判長に，

「パス」とか１回目は。というのは，考える時間もなくて，裁判長がやはり

次からは反対側とか，やはり一番最初にまだ考えがまとまってない，でも，

それからは真ん中からとか。本当に感心したのは，やっぱり裁判員でやって
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いる意味がないから，自分の意見は最後まで言いますという男性がいらした

んですけれども，私たちもみんなでずっと納得するまで話ししました。 

司会者 

 １番の方も自分の意見は言えましたか。 

１番 

 はい。それで，裁判長も，どう思われますって，その方の意見についてど

う思われますって振られるので，ちゃんと。大体女性は補充員の方がお二人

いて，女性４人，男性４人だったんですが，女性のほうが大体辛くて，皆さ

ん男性は甘いとか言って結構意見を言いました。 

司会者 

 それでは，８番の方，同じ質問ですがいかがですか。 

８番 

 雰囲気はとても穏やかに思えたんですが，それがいいかどうかわからない

んですけれども，話し合いについては，すごく皆さん活発に意見が出たと思

うんです。ランダムに選ばれてるのかどうかわからないんですけど，やっぱ

り男女のバランスが僕のときは女性のほうが多くて，男性が３人で女性が５

人か６人いらっしゃって，やっぱり最初のほうは，男性のほうはなかなか意

見が言えなくて，女性のほうが活発に意見が出されていて，そのバランスが

結局はよかったのかなと僕自身は感じたんですけども。あと年齢の差とかも

ありまして，それも随分関係してくるんだろうなというふうに感じました。

評議では皆様の個人的な意見たくさん出されるんですけども，それも年齢が

ばらばらだったおかげで，いろんな角度から意見が出て，よかったんじゃな

いかなと思ってます。 

司会者 

 十分，議論し尽くしたという感じですか。 

８番 
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 そうですね，時間が足りない日もありましたけど，やっぱり裁判官，裁判

長たちがうまく回してくださって，争点とか議論に集中できるようにしてく

ださいました。 

司会者 

 ８番の方も十分意見が言えたということですね。 

８番 

 はい，そうですね。 

司会者 

 ７番の方，同じ質問ですがいかがですか。 

７番  

やっぱり評議以外でも裁判官の方とかが話しやすくしてくださったおかげ

で，自分の意見が言えるような雰囲気だったというか，その点ではすごく言

いやすかったので，やっぱり最初はすごい評議というとすごいかたいイメー

ジを想像してたので，そこでは本当にやりやすいと思いました。 

司会者 

十分意見は言えましたですか。 

７番  

 はい。 

司会者  

６番の方に同じ質問ですがいかがですか。 

６番 

 はい。評議については十分意見を述べられましたし，ほかの方も意見を述

べられてたと思います。というのも，裁判官の方で一番若い方が，我々本当

にそういうものに関しては，もう本当に素人なんですけれども，ある程度目

線を合わせてくれたというんじゃないんですけれども，１人の裁判員の方が

テレビドラマでという話から一気に堰を分けてくれたというか，そこから一
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気にみんなが話を出すようになったというのが僕たちの雰囲気だったんです

ね。その空気に合わせてくれた裁判官の方がいて，そこからいろんな方向に

話が広がってってというような形で，比較的自分はそうだったんですけれど

も，話しやすい雰囲気では進められたと思います。 

司会者 

 ５番の方いかがですか。 

５番  

歳が近いこともあって，皆さん。やっぱりいい雰囲気で，和やかというか意

見も活発に出たというのもありますけれども，非常に円滑に進んだなという

印象が私はありますね。やっぱりわからないことなんかも，残って裁判官の

方に尋ねたりする方もいましたし，私が聞いてもやっぱり丁寧に答えてくだ

さるので，評議自体がわかりづらいということは別になかったですし，十分

な意見を皆さん出ていたので，よかったなと思います。 

司会者 

 ５番の方も十分意見を言えたと思ってますか。 

５番 

 そうですね，はい。 

司会者 

 それでは，評議に関して進行でも結構ですが，進め方とかですね。何かこ

ういうふうにしたらもっとよかったんじゃないかというようなあたりはあり

ますか。特にありませんか，評議に関して。３番の方。 

３番 

 評議というのは，できれば私たちのときは，１つのずっともう何ですか，

裁判所なり裁判官さんなり弁護士さんなり検察官さんじゃないけど，話し合

って一応はこういったストーリーというか，それで私たちの場合短い期間で

終わったんですけれども，すうっと終わっちゃったという感じでですね，で
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きれば審理と評議の間に２時間，時間持たせていただいて，そして，裁判員

だけで話し合える，裁判官の人は部屋から出てもらって，私たちだけで話し

合える時間というか，そういうのがあるといいかなと。そうすると，そこで

いろいろな疑問点とか，いろいろなことも自由に聞けるし，また，お互いに

こういう点はこうだったとか，こういう点はこうだとかということも復習み

たいなことできますし。先ほどもどなたか言われましたけど，結局予習，復

習ができないんですね。もういつもレールがぱあっとあって，今日はこれを

やって何分休憩，また今度はこれまでって。結局，自分で何があったかとい

うのが非常に時間的余裕がそういう意味のですね。ですから，家へ持って帰

って毎日毎日，今日はこういうことがあったなというような時間がないんで

すよね，結局。時間がないというかあるんですけども，全部書類を置いてか

なくちゃいけない。先ほどの方も言ってたように。ですから，その辺は，ぜ

ひうまい具合に途中で時間を作るとか，または家へ持って帰ってもいいとか，

何かしていただければ，予習復習の時間がぜひ欲しいなと。何か次から次に

与えられて，同じレールでぴゅうっと行っちゃったという感じで，ですから，

余りいろいろなこの点はどうだと言われても，何か別に問題点は何もなくス

ムーズに行っちゃったなという感じがありました。 

司会者 

 わかりました。今おっしゃったのは，ちょっと時間を置いて，証拠調べに

ついてちょっと自分一人一人整理する時間を設けたらよかったという，今そ

ういうご意見ですかね。ほかの方はそういう意見，そういうふうな進め方と

かですね。そのあたり何かありませんか。 

６番 

 確かに，その資料を持って帰ったりするのができなかったんですけど，例

えば休憩を置きましょうという間も，あと裁判員同士の会話の中がやっぱり

資料片手にというのもあったんですよ。もう本当に雰囲気一つだと思うんで
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すけれど。確かに家に持って帰ってという気持ちも最初はあったんですね。

次の日，特に最初のほうって緊張もしてたし，頭に入んないで初日が終わっ

て２日目というような雰囲気もあったんで，そういうところを考えると，や

っぱり家に持ち帰ってやっぱり自分なりにというのもわかるはわかるんです

けれども，内容も内容ですし，ほかの裁判員の方も同じ条件でやってるんで，

そこはちょっと３番の意見をつぶすような言い方になって申しわけないんで

すけれど，逆に休憩時間を含めて，周りの人と確認じゃないですけども，そ

ういう時間を設けられたんで，そこは雰囲気一つでどうにでもなるのかなと

いうのは聞いてて感じましたね。 

司会者 

 それでは，今度検察官，弁護士，裁判官からご質問していただきたいと思

いますが，いかがですか。 

村山裁判官 

１点ほど。３番の方のご意見って非常に私は大事だと思いました。その裁

判所が作ってる計画が，その予定というやつが，やっぱり裁判員の方を１つ

のレールに乗せてどんどん発車してるという，そういう感じは内々そういう

のはあるんだろうと思うんです。ただ，実際乗せられる方にとっては全くわ

けわからないところに乗せられてるということなもんですから，そういう場

合に，じゃ，どういうことをしたらいいのかなというのをこれから考えてい

かなきゃいけないなという感じが非常に強くしたんですけども。 

   それとの関連で，私の部は，昼御飯のときに，裁判官がわざわざ部屋にいる

日と部屋にいない日を作っているんですね。それから，休憩の時間帯に裁判

官が席を外すというときと外さないときとあるんですけど，裁判官が全然い

ないときにどういう話をされてるかというのが全然わからないんですけど，

多分そこで一定の関係の変化が起きてるんじゃないかというふうに推測して

ます。その経験をされた方にとって，そういう時間というのがどんなふうに
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使われてて，メリットがあるかないかというのをお話しいただければなとい

うのが一つ。それから，もう一つは，評議をやっていて，きょうの評議はえ

らい疲れたなと，そう思ったときというのはどんな評議だったかというのを

教えていただければというふうに思います。 

司会者 

 わかりました。まず，２つ質問があったんだけど，最初に３番の方のご指

摘のところに関係するんですけど，裁判官がいない時間帯ですかね。それを

設けてる部と設けてない部があるかなという感じがするんですけど，そのあ

たりちょっと裁判官外して，裁判員だけでちょっといろいろ話す機会という

のを，休憩時間でもいいんですけど，そういうのを設けたほうがいいかどう

かというあたりですね。実際，そういう時間があったときのメリットとかい

うあたりはいかがですか。 

４番 

 私が担当したときは，休憩時間ですか。休憩時間の中でも裁判員の人たち

で自由に意見を出し合って，これおかしいよねとか，こんな事件もあるんだ

なという話をしてましたからね。てんでばらばらではなくて全員が集まって

て，これどうなんだろう，これどうなんだろうって。実際これは量刑どれぐ

らいなんだろうねと話をする。裁判官来る前とか途中の休憩時間等で話して

いましたけど，それでいいだろうなと思ってやってましたけど，それは。 

村山裁判官 

 朝なんかどうですかね。朝は結構裁判員の方は早くお見えになってる場合

が多いんですけど，朝，裁判官が評議室に行くまでの間に，やっぱり前の日

こんなのあったねとかいう話はされてるんですか。 

４番 

 はい。 

司会者 
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 ２つ目の質問もありましたが，疲れたなというふうに思う評議というのは

どんな評議か。 

４番 

 特に，別にね。 

司会者 

 毎日かなり皆さん真剣に議論されてるんで，お疲れにはなってると思うん

ですけど，特には差はないですか。特に疲れたなと思うときとそうでないと

きでは余り。 

４番 

 短かったですね，私は。 

村山裁判官 

 特に評議に複数日を要した事件ですね。そういう経験のある方に伺えれば

と思うんですけども。 

司会者 

 ５番の方とか７番の方はいかがですか。気になった点は。特に評議の日で，

日によって差はありましたですかね。評議の疲れた日とそうでなかった日と

か。 

７番 

 すべての日にちが結構フルだったというか，結構脳をフル回転させてたと

いうか，そういうイメージがあったんで，いや，でもやっぱり量刑の決める

際ですね。そのときにやっぱり意見をちょっと違う，食い違ってたりするし，

やっぱり判例を用意されたりするんですけど，やっぱり一般市民という感覚

が全くわからないので，そういった上ではやっぱり人の人生を決めるんじゃ

ないですけど，そういう精神的な部分もあるので，そのときには疲れたとい

うか気が重いというか，そういう部分はありましたね。 

司会者 
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５番の方はいかがですか。 

５番 

お昼で終わったこともあったので，そういう意味では一日拘束されないんだ

なというのもあったんですけれども，日によって差ということは特にないで

すけど，まあとにかく大変だったんで。 

村山裁判官 

途中一日でも午前中だけで終わった日とかがあると，やっぱり一息つけると

いうふうな感じが。 

５番 

はい，リフレッシュになりますね。そういう日があるって知らなかったので， 

  もう拘束されるものだと思っていたので。 

１番 

私の場合は５日間で，皆さんその裁判員休暇というのがあるらしくて，それ 

  をとって，一日裁判長があしたはもう何もなくなりましたとおっしゃったとき

に大ブーイングでした。あっ，これで会社に行けると思ったんじゃなく，ど

の面下げて会社に行くのと。逆に，私はお休みなのでと思ったんですけど，

３人ぐらいの方がもう引継ぎをしてるので，今さらのこのこ私が会社に行っ

ても，だから会社に行ったほうがいいのか行かないほうがいいのかと裁判長

に聞いたりして。 

村山裁判官 

   進行が早かったので，最後の一日はやらずに終わったということですかね。 

１番 

 そうなんです。そしてお休みですって。それはだれの都合ですかとか言う

人が出て，逆に。 

司会者 

 私も同じことを裁判員の方から言われたことあるんですけど。ただ，あら
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かじめ決まってる場合は，間に一日休むというのが決まってる場合はいいん

でしょうけど，途中の進行によってこれ明日ない日にしましょうというのは，

余りありがたくない。裁判員にとってはもう予定が決まってるんですね。 

１番 

 だから，私はああよかったと思ったんですけど，３人ぐらいの方はもうど

うやって時間をつぶすのと言って，本当に困ってるということでした。 

司会者 

 それでは，次に検察官と弁護士から評議の関係ですね。ご質問していただ

きたいと思います。 

川原検察官 

 評議のほうでは，特に私のほうからはありません。 

司会者 

 よろしいですか。弁護士からどうぞ。 

木田弁護士 

 特に５番から８番の方，事実を争ってということもあるみたいなので，そ

の事実を争う事実に関する評議と，量刑に関する評議の違いというか，ざっ

くばらんに言えばこっちのほうがとっつきやすいなとかわかりやすいなとか，

こっちはちょっと難しいなとかいうご感想があれば，ちょっとお聞かせ願い

たいなと思うんですけど。 

司会者 

 ８番の方からいかがですか。 

木田弁護士 

 事実認定とその量刑のところになりますよね。その２点。自分としてはこ

ういう議論はしやすいなとか意見を出しやすいなとか，これは意見を自分で

作るのは難しいなとか。 

８番 

- 37 - 



 事実認定も量刑も両方とも出しにくいなという感はないんですけども，さ

っきの疲れた疲れない話じゃないですけども，やっぱり一番エネルギーが使

うところで，意見を考えるのに時間を要するといいますか，考えてる時間が

欲しいなというような，ほかの人の意見も聞きたいですし，自分の意見も考

えないといけないので，その分時間が足りないなと思いながらやったという   

傾向があります。 

司会者  

事実認定に関しても量刑に関してもということですね。 

８番 

 そうですね，はい。 

司会者 

 もう少し時間が，じっくり考える時間がもう少し欲しかったですか。 

８番 

 そうですね，はい。 

司会者 

 ７番の方はさっきちょっと量刑，最終結論を決めるのが難しかったという

ふうに言われましたですかね。 

７番 

 はい。 

司会者 

 それに関して何かありますか。量刑と事実認定の評議。 

７番 

 事実認定は，やっぱり自分の仮説というかこうなんじゃないかという意見

を皆さん出し合ったので，そういう部分では結構進んだんですけど，やはり

量刑というか情状酌量の余地があるかどうかみたいなそういうところで，や

っぱり食い違うというか，やっぱりこの人のは酌めるだろう酌めないだろう
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かというところで，やっぱり時間が必要だったかという点では，時間配分と

いうか妥当だったと思います。 

司会者  

６番の方いかがですか。同じ質問ですが，量刑評議と事実認定とを比べて。 

６番 

 楽という表現が合うかはわかんないですけど，量刑のほうは，結局自分た

ちとか裁判員の人の中で，そういう物差しというのが全くなかったので，判

例を参考にしました。そこから事実認定を含めて被告人に営利目的があった

かないかというところまでというのがあったんで，別々にはちょっと捉えづ

らいんですけれども。 

   終わってからの感想としては，悪いことした人とはいえ，やっぱりその人を

例えば１０何年放り込むと，出てきたときはもう六十，七十になってて，も

う人生終わっちゃうという部分があるので，非常にプレッシャーに感じた部

分はありました。ただ，よくも悪くも裁判長の方が今さっき意味違うかもし

れない，レール敷いてくれたというんですけども，やっぱりその判例なり何

なりという形をある程度示してもらえた中でやったんで，ちょっと無責任な

表現になっちゃうかもしれないですけど，肩の荷がおりたというか，このぐ

らいの量を入れたらこのぐらいの裁きを受けるもんなんだなというふうに割

り切った部分というのかな。自分の中で置いて，評議を進めてて，みんな裁

判員の中の意見をまとめて一つの量刑をつくったので，非常にきついはきつ

かったですけれども，終わってから考えればこんなものでよかったんだよな

というふうに自分が察してる部分もあります。 

司会者  

判例というのは，量刑分布のグラフとは別にですかね。 

６番 

 何キロ入れて，何キロ持ち込んで何年とかというのが表になってるのを示
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していただいて。 

司会者 

 ５番の方は何か。同じ質問ですけど，量刑の評議と事実認定の評議という

ことを比べて，どんな印象を持ったかというあたりですが。 

５番 

 量刑に関してはちょっと意見が揺れてしまって，皆さんの意見をちょっと

参考にして出してしまったところがあったので，ちょっと皆さん，実際ふた

をあけたときに，私の想像してたのと違う形で量刑が出たので，もうちょっ

と自分の意見を通していいのかなとそのときも思ったんですけれども，もう

１人やっぱり意見が揺れた方がいらしたんですけれども。ちょっと最初差が

あったんですね，その量刑に関しては。それが最終的には落ちついたんです

けれども，なかなかそこで意見を左右されて上げ下げしてしまうと，なかな

か最終的に持っていくのが難しいのかなっていうのがあって。 

司会者 

 具体的な量刑となるとやっぱりかなり，どのぐらいにするかというところ

は結構難しいというところですか。 

５番 

 そうですね。ちょっと左右されたので，最終的にずれがそんなになかった

んですけれども，それによって上げ下げすると，最終的に難しいのかなとい

うのはちょっと感じるところではありました。 

司会者  

１番から４番の方で，具体的な量刑の関係で特にこの点は難しかったなと

か何かございますか。 

１番 

 ０．０１５しか燃えてないからここなんだって。でも，本当だったらもっ

と燃えたよねって。たまたま運がよくて，夫が来て消しちゃっただけで，も

- 40 - 



しかしたら全焼してたのにそんな軽くていいんだろうかというのはとても。

でも，今までの判例を随分見て，参考にしました。 

司会者 

 それでは，３番目のテーマについていきたいと思いますが，守秘義務につ

いてということでございますが，これはもう裁判員裁判に参加されて，もう

説明を受けてもう皆さんおわかりだと思いますが，評議の秘密とかですね。

あるいは，職務上知った事件関係者のプライバシーとか，このあたりについ

て守秘義務があることについては，裁判官から説明があったと思います。守

秘義務が裁判員に課せられていること，あるいはその負担等について，ご意

見とご感想を伺いたいというふうに思っております。 

１番 

 負担とかそういう守秘義務があるのは当然ですし，負担とかは感じなかっ

たんですけれども，やはり６番の方がおっしゃるように，家に持って帰った

からって確かに本当に読んで，弁護側の方からいただいたのはかなりあった

んですけれども，それを持って帰りたいと思ったのであって，実際に帰った

らずっとその一日お休みのときも引きずってたわけですから，それがよかっ

たのかどうか今となって，昨日までは，ここへ来るまではあれは絶対読みた

かったってずっと思ってたんですけれども，やはり持って帰れないものなん

ですね。 

司会者 

 基本的には持って帰らないでくださいということをお願いしてると思いま

す，どの裁判体も。記録資料ですね。事件関係の分ですから。 

１番 

 だったら，読む時間がないけれども弁護人の方々はお作りになったんです

ね。いや，これは休み時間にでもというふうなおつもりだったと思うんです

が，すごく読みたかったんですね，私は。みなさん読みたいとおっしゃって
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いて，やっぱりそういうのを読む機会も余りないので，やっぱりそれを持っ

て帰れなかった。鉛筆１本持って帰れなかったんですね。去年までは鉛筆と

かをどうぞどうぞとおっしゃったらしいんですが，今年からは何も。だから，

それはいただいて帰りたかったなと今でも。 

司会者 

 １番の方の今おっしゃってる弁護人の書面というのは，法廷では朗読され

たんですよね。 

１番 

 いえいえ。 

司会者  

法廷では読まれなかった。そうですか，わかりました。守秘義務のところ

に戻りますが，２番の方いかがですか。守秘義務について。 

２番 

 そうですね，だれが何をその場で言ったかとか，その事件の被告人の方の

プライベートにかかわることが守られてれば，逆にある程度は話せるんだな

というような印象を逆に持ちました。何か裁判員になったことも言えないか

なぐらいに。あとはどこまで話していいということだから，逆に理解すれば

きちんと話ができることなのかなとも思って，割と話のネタに裁判員になっ

たということでは話せますね。 

司会者 

 守秘義務についての守秘義務があるという部分については，そんな負担で

はないと。 

２番 

 うまく理解すればですね。きちっと理解してればですね。 

司会者 

 そこは裁判官から説明はあったわけですかね。 
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２番 

 はい。 

司会者 

 ２番の方は大体理解はされてると。 

２番 

 そうですね。 

司会者 

 ３番の方はいかがですか。 

３番 

 守秘義務ですね。やはり，守秘義務守秘義務って，言葉で言われますと，

非常に負担というわけじゃないんですけど，別にそれは守るべきことなんだ

ろうけれども，余り守秘義務という言葉をですね，私たちに与えられますと，

本当は先ほども私は言いましたけれども，なるべく皆さんにこういった裁判

員やったよと，そしてこういうことだよというのを話したいわけです。そう

すると，皆さんも私がやったから，ああ，あいつがやったから私もできると

か，またはいろいろなことで，そういった関心が持てるかなと。余り守秘義

務守秘義務という言葉で６か月以下，５０万円の罰金だなんてということで，

余りこうやられると，言っていいことでも何か縛られるようで，だから余り

言葉を使わないで，もういわゆるもっと楽に皆さんが話し合えるように雰囲

気というか，そういうふうにしていただいたほうがいいんじゃないかな。余

りにもきつく言うよりもですね。 

司会者 

 守秘義務という言葉がね。 

３番 

 ええ。じゃ，裁判官さんはどうなんだと。そういった疑問もありますんで

ね，やはり私たち裁判員なんていうのは本当になりたくてなったわけじゃな
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いわけですからね。それを６か月以下の懲役，５０万円の罰金だなんて言わ

れると，何かそんな好きでやったんじゃないし，私たちはなるべくそういっ

た皆さんに広めたいんだと，さっきも学校でやったらどうだろうというぐあ

いに，そういった気持ちがあるのにもう言うなというような感じをとられち

ゃうんで，そういうふうないわゆる負担というんじゃなくて，もっと逆に言

ってくださいと。しかし，これは言っちゃだめだよと。言ってくださいって

言っといて，これは言っちゃいけないんだよって言っていただいたほうが，

最初から守秘義務守秘義務でこれはこれだと言われると，何から何まで言え

ないという感じです。 

司会者 

 ３番の方の意見はよくわかりました。４番の方いかがですか。 

４番 

 守秘義務については，裁判官の方から守秘義務の範囲，説明がしっかりし

ていだいたので，何ら問題もなく自分の負担になることも何となく当然の義

務だろうなと思ってましたけど。 

司会者 

 ５番の方いかがですか。 

５番 

 守秘義務が負担ということはないんですけども，量刑に関しては，ご家族

の方にも話さないでくださいねと裁判長の方から言われたので，それに関し

てはちょっとやっぱり重いなという印象がありますね。それ以外は別に，特

に負担ということは感じませんでした。 

司会者  

量刑の例えば，みんながどういう意見だったかということですね。 

５番 

 そうです。それと量刑自体もですね。 
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司会者 

 どういう判決だったかということ。 

５番 

 そうです，そうです。 

村山裁判官 

 それは判決する前の話ですね。判決宣告する前なんで，それでやめてくだ

さいというんで，判決した後は別にオープンになってますから。 

５番 

 そうです，そうです。 

司会者 

 ６番の方いかがですか。 

６番  

正直，最初のとき守秘義務って説明は受けたんですけれども，どこまで言

っちゃいけないのかなというのはわかんないまんま入りました。ただ，やっ

てくうちに水曜日のＢ新聞の都民版だったかに自分が扱ってた事件が記事に

なったよって裁判長の方から紹介されて，コピーも見せてもらって，うちも

たまたまＢ新聞の都民版入ってるやつなんで，だけど，これもう新聞に載っ

てるということはここら辺のことは話していいんですねという確認をした上

でいろいろ動けたんで，さほどそんな苦にはなりませんでした。最終日，判

決の終わったときに，後日だったのかな。当日だったのかちょっと覚えてな

いんですけど，判決文のコピーもご希望あれば郵送させていただきますとい

うことだったんで，例えば会社への報告なり，あと知人への話のネタなりの

ときにはこれ見せていいんですねって僕は許可を裁判長のほうにも確認とっ

てたんで，その範囲では話すということができたんで，それこそ負担にはな

りませんでした。 

司会者 
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 守秘義務の範囲というのは，よろしいですか。 

６番 

 単純に言えば，裁判員の方が何言ったかということを言わなきゃいいんだ

なという解釈ではいましたけれども，ある程度もう新聞載ったり，そういう

コピーもらっていいですねという確認をとれたものを持ってたんで，そこは

そんなに当初気にしたほど負担にはなりませんでした。 

司会者 

 ７番の方いかがですか。 

７番 

 守秘義務に関しては，負担というものはなかったです。ただ，最初に選ば

れたときに，公判で出てきたことも言っちゃいけないのかというそういうふ

うに思ってたので，その時点でのやっぱり守秘義務の範囲をもうちょっと。 

司会者 

 最初からもう少し守秘義務はどこの範囲かということを明確にしたほうが，

例えば公判廷で出てきたことは話していいとかですね。明確にしておいたほ

うがもっといいんじゃないかと，そういうことですかね。 

７番 

 はい。 

司会者 

 ８番の方いかがですか。 

８番 

 負担とかは感じなかったんですけど，その守秘義務の負担に関してという

のはしようがないことかなと思って，すんなり受け入れたんですけど，ちょ

っとやっぱり何かもうわかりづらいじゃないですか。範囲がわかりづらいと

いうか，しゃべったかしゃべらないかというその明確な証拠が出るわけでも

ないようなことなんで，もうモラルの問題かなと思うぐらいだったので，そ
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の部分で言えば，ほかの法律を守るのと何ら変わらないかなと思いました。

例えば，駐車禁止の何か違反で捕まったりするときも，その人なりにそのと

きの事情があってそこにとめなきゃいけない理由があったとしても，そのル

ールにのっとったら違反とられてしまったりすることはある。十二分にある

と思うので，守秘義務に関しても同じように僕はとらえました。 

司会者  

特に問題は感じなかったということですか。 

８番 

 そうですね。 

司会者 

 負担も特に感じなかったということでいいですかね。 

８番 

 はい。 

司会者 

 それでは，ここで今日参加している裁判官，検察官，弁護士の方どなたで

も結構ですが，これまでのテーマでも結構ですし，そのテーマ以外のことで

も結構ですが，ご質問があったら出していただきたいんですが，いかがです

か。 

野嶋弁護士 

 検察官の論告ということで求刑何年というんですけども，ただ，弁護人の

ほうが求刑意見みたいなね。例えば，何年に処するべきであるというのは言

う人と言わない人がいるんですけども，言ったほうが効果的なのか，その辺

についてどうお考えなのかということをお聞きしたいんですね。 

司会者 

 どなたからでも結構ですが，言ったケースと言ってないケースがあります

ね。いかがですか。１番の方，述べられましたですか。 
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１番 

 述べられましたよ。 

司会者 

 どうですか。 

１番 

 その述べたことに対して，私たちはこう考えてますというのがさっきから

私が言ってるそれだと思います。きっちり述べられまして，私たちも結構そ

れが重かったんですね。すごくどよめきました。 

司会者 

 ほかの方はいかがですか。 

２番 

 執行猶予付きでお願いしますという言葉だったので，でも逆に全部内容を

認めてたので，そういう中でどのくらいのを望んでるのかはあってもよかっ

たかなというのは。そういう意味では，逆に全面に認めてると，逆に勘ぐっ

ちゃって悪くとらえると感じてしまうので，そういう意味では自分のところ

でも重く理解してて，それでも執行猶予にしてくださいというなら筋が通る

かなみたいなところもあったので，だから，必要以上に悪く感じないように

という意味では，私の扱った部分のみで言うと，そういう印象があります。 

村山裁判官 

 １番の方が私ぜひ読みたかったという現象が起きてる。これは弁論だと思

うんですけども，その１番の方の実際に参加された裁判員裁判では，弁論要

旨骨子というのがありまして，これは１枚紙です。弁論要旨が別に５ページ

のものがどうもあるようなんです。ですから，多分法廷では，弁論要旨骨子

に基づいて弁護士さんがいろいろ説明したんじゃないかと思うんですね。そ

れで，そのほかにこの書面で提出されたんだと思うので，そちらの書面を読

む時間がなかったということかなというふうに。 
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１番 

 何か裁判員の方にぜひ読んでいただきたいというふうに，法廷で渡された

んです。 

村山裁判官 

 それを読む時間がなかったとおっしゃってるわけですね。 

１番 

 そうですね。だから，持って帰りたくて，「裁判長。持って帰りたいです」

って申し上げたんですけど，もちろんだめと言われると余計私は。 

村山裁判官 

 そういうことでしょうね。普通は弁護士さんが読むので，提出されたもの

は全然読まれないということは余り考えにくいと思うんですけど，そういう

二段階でやられたので，そういうことが起きたんだというふうに思います。 

司会者 

 弁論して渡されたとすると，その後に評議があると思うので，その際には

読もうと思えば読めるということではなかったですか。 

１番 

 読もうと思えば読めますけれど，一応裁判長からこのように，１番の方と

いってお休み時間も，ちょっと女性陣がやっぱり華々しくて，いろんなお話

をなさってて，ちょっと。 

司会者 

 わかりました。よろしいですか。それでは，ここから今度は報道関係の方

から質問をしていただきたいというふうに思います。報道関係者の方，ご質

問ある方はいらっしゃいますか。 

Ａ社甲記者 

 皆さん貴重なご意見ありがとうございました。ちょっと今まで出た議論の

中でかぶるかもしれませんが，裁判員制度のスタートから５月で３年もたっ
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て，この見直しの議論とかあると思いますが，皆さんがその裁判員を経験し

て感じた中で，ここだけは変えてほしいという改善点とか，ここはちょっと

本当に問題だなと思う疑問点というのがあれば，教えていただきたいなと。 

司会者 

 これは全員に聞きたいと思います。改善すべき点とか問題点とか，何でも

結構ですが，率直にご意見をお聞きしたいと思いますが。 

８番 

 特に，逆に時間が縛られてたという意識もないですし，その仕事に集中し

ていれば，当然のように受け取れるようなことがわかりましたんで，特には

問題はなかったと思います。 

司会者 

 ７番の方いかがですか。 

７番 

 私は量刑をやっぱりすることについては少し疑問があって。最後の判決の

ときに，何年って言い渡した後のちょっと被告人の表情が見てしまったんで

すけど，それが忘れらないというか結構何日間か引きずってたというかそう

いうのがあったので，私が感じているので，周りの何人かも同じことを少し

感じている方がいるんじゃないかなと思ったので，量刑については少しちょ

っと疑問があります。 

司会者 

 疑問があるというのは，負担が重いとそういう意味ですよね。 

７番 

 はい，少し。 

司会者 

 ６番の方いかがですか。 

６番 
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 自分のときの裁判員の中で，選ばれたんだけど有給使ってきてるんですよ

という人もいたんですね。自分は会社のほうで，裁判員制度ができた時点で，

その裁判員に選ばれたら特別休暇という形で会社のほうも納得してって言っ

たらあれですけど，送り出してくれたんですが，そういう制度ができてる会

社と，さっき言ったとおり有給で来てるよというその差があるので，まして

このような丙被告でしたっけ。１００日間継続というのもこれからも出てく

るでしょうし，もしこの制度が続くんであれば，今のところとりあえず会社

対個人で裁判員に出るというふうな休暇とかやってると思うんで，もうちょ

っと国なり何なりのほうで，直接本人が名簿載りましたというのも本人と勤

め先なり何なりに手配りがあったほうが，選ばれた人も出やすいのかなとい

うのが今回実際やってみて思いました。あと，今７番の方の話聞いて思い出

したんですけど，その判決言い渡すというのも非常にプレッシャーだった部

分が自分的にはあって，ちょっと自分は１１月の裁判だったんですけど，ち

ょっと夏ごろに自分の父も亡くしたりというちょっと精神的なものもあった

んですけども，判決を言い渡す前日からちょっとじんましんが出まして，年

明けて３月ぐらいまでちょっと薬飲んだりというのもあったんで，その辺も

人が人を裁く，まして自分たちはそういうことに関しては素人なので，その

辺のストレスというのもちょっと大きいのかなというのは身を持って感じた

部分がありました。 

司会者 

 ５番の方いかがですか。 

５番 

 うちの会社でも裁判員制度ができたときから，特別休暇，裁判休暇という

のがあったので，うちなんかよかったんですけれども，やはり会社によって，

いらしてた裁判員の方で，決まってないという方もおられたので，そういう

意味でもうちょっと社会的に，明確に会社がもうちょっと決めておいてもい
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いのかなと思いましたね。 

司会者 

 そうすると，もう特別休暇という形で，もっと広まるようにということで

すかね。 

５番 

 そうですね。そうすると，もうちょっと参加もしやすいのかなと思います

ね。 

司会者  

４番の方いかがですか。 

４番 

 裁判員が私は３日で，７日がいて９日がいて１１日がいると。そのときの

裁判によって日にちが違うというのも何とか直してほしいなと思います。ど

んな裁判も３日で終わるというふうにしていただくと，これから裁判員にな

る方もやりやすいと思うんですね。１０日も１１日も１か月もと言われると，

それは無理な方が出てくるんですね。絶対できないという方。それが３日な

ら何とか皆さんも都合つけて裁判員も負担じゃないですけど，やっていける

んだろうと思うんですね。ですから，これから先，もし変えれるものでした

ら，３日ぐらいでおさまるようなシステムをつくっていただけるとありがた

いなと思います。 

司会者 

 ３番の方いかがですか。 

３番 

 たくさんの方から，いわゆる職場との関係がありますよね。やはり，公務

員じゃありませんけど，慶弔休暇とかね，そういった有給休暇とは違って，

もう国のあれですから，やはり当然最低限職場には知らせると。職場にはね。

それはもうぜひ，職場には最低限この人がなりましたよということは知らせ

- 52 - 



ていただきたいなと。ですから，その有給休暇よりも職免制度みたいなもの

をつくっていただいたらいいかなと。それと，先ほどというかくじで何回も

私当たったよと言いましたけれども，やはりくじといっても，非常に透明性

というか逆に言えば選ぶときに，こうやって５０人いる前で，こうやって選

んで選ばれたなというのとどこか密室じゃないけれども，どこかで何番の人，

何番の人，何番の人と言われるとどちらがいいかなと。 

   やはり，みんなの前で丸棒でも何でもいいですよ。この番号の人が選ばれた

よって言っていただいたほうが，というのは，その日で来たのにわざわざ休

暇とってきてるわけです。それなのに，もう５０人中６人しか選ばれて，補

充員が１人がいらっしゃって７人かもしれませんけど，あとの人はもう帰る

わけですね。そのときまでそういった休暇をとってとかわざわざ来て，中に

は期待してね，自分が選ばれるかもしれないと，私みたいにやりたくないな

と，でも選ばれたからしようがないなという人と，逆にやりたいなという人

もいるんで，やはりそういった透明性というか，していただきたいなという

気持ちがします。ぜひ，その辺は透明に。 

   できれば，年齢別にですね。５０歳，６０歳の人から２人，４０代から１人

とか３０代から１人，一番上の人が女の人が当たった場合には次は４０代の

男とかね。さっきバランスで，６人中２人が男とか言ってましたけど，やは

りできれば男女の比率も同じぐらいにしていただければと，非常にいろいろ

な意見も出るのでは。そういったことでくじ引くのも，最初から五十，六十

の人から，４０代から１人とか。しかも，男性，女性でね。そういったやは

りくじをどうするのかと。選ぶときのその辺はぜひ考えていただいて。 

司会者  

わかりました。２番の方いかがですか。 

２番 

 家族に目立つようなことして逆恨みされないようにねみたいなことを言わ
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れたときに多少思ったんですけど，やはりいつもどおり入口から入って出口

から出てくると，傍聴席にはもちろんだれでも入っていいわけで，裁判員と

いうものはだれというのは確認されてて，割とセキュリティーって甘いんだ

なと思いました。もし，何かあったりとか自分が例えば不幸な話を聞きがち

だから家族が注意したんでしょうけど，そういう意味で，そういう事件を持

って帰ってこないでよという意味では，出口とかもうちょっと気にしてもい

いのかなと思いました。 

司会者  

セキュリティーという面ですかね，今おっしゃってるのはね。裁判員の。 

２番  

はい。 

司会者 

 １番の方はいかがですか。 

１番 

 毎日お昼があるので，一緒になった女性と，じゃ，きょうはカフェに行っ

てみようと，カフェに行きましたら裁判官の女性がしっかり横に座ってらし

たんですね。お休み時間に私会社から電話があったので，走って外に出て電

話してたんですけど，ここは電波が届きますかとか言っておそばにいらっし

ゃるんですね。あれは，別に偶然ですかね。カフェに確かに，事件の弁護士

の方が２人いらして，それは本当に偶然なんですけど，やはり私たちだけで

は行動させて，探検ツアーにみんなで行ったりして，私たちだけで行動させ

てもらえないのでというのが最終的な結論だったんです。それは裁判長によ

って違うのかもしれないんですけれど，やっぱり裁判所の中にいるときのお

休み時間の行動の仕方も何となく。 

司会者 

 裁判員だけで食事に行くというようなことも多分あるかなと思うんですけ
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ど。別に裁判官がついていくこともないと思いますが。 

１番 

 それじゃ，偶然なんですか。 

村山裁判官 

 それは全然ないと思いますね。 

１番  

本当に偶然なんですね。 

村山裁判官 

 余りこの辺にレストランがありませんので，そうすると，お弁当はという

ことでお弁当を注文される方はお弁当をとって，一緒に食べるということも

ありますけれども，地下にも食堂があるしコンビニもありますということは

ご紹介してますし，場合によっては時間がある程度ある場合には，日比谷公

園のほうに裁判員の方だけで行かれて，休憩されてるということも十分あっ

て，昼の時間帯まで裁判官が一緒についていようというそういう発想は全然

ないと思います。それはたまたまだと思います。 

１番 

 やっぱりちょっと裁判の話はしないつもりです。そういうときはカフェで。

ですけど，私たちはああいうふうについてこられちゃうんだなって終わっち

ゃったもんですから，とても残念です。 

村山裁判官 

 場合によっては，地理に不案内かなとか思って，多少そういう意味で案内

するというつもりでついていったかもしれませんけども。 

司会者 

 裁判員だけで行くというのも十分いつもやってますので，そこはそういう

ふうにご理解していただければと思います。 

１番 
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 はい，わかりました。 

司会者 

 ほかに報道関係者の方でご質問ある方は。 

Ｂ社乙記者 

 すみません。Ｂ社なんですけど，記者クラブで事件判決後に記者会見をお

願いしてるんですが，その中で会見に出られたことのある方っていうのは。 

司会者 

 じゃ，ちょっと手を挙げていただければと思うんです。記者会見ってあり

ますよね，記者クラブのほうでね。 

Ｂ社乙記者 

 どなたかお一人で結構なんですけど，出られてのご感想。実際出てみたけ

ど余り質問なかったなとか。あと出られなかった方で，どうして出たくなか

ったのかというところをお一人ずつ。 

司会者 

 １人ずつでいいですか。では，記者会見に出られた方の感想みたいなのを

どなたからでも結構です。いかがですか。 

６番 

 自分は同じ裁判員の方に強引に誘われたというのが正直なところです。実

際出てみて，記者会見すると部屋に移動する手前のところにカメラマンの方

がいっぱいいて，あれはやっぱり嫌だなと思ったんですけど，たまたま別の

大きい殺人事件の裁判の判決が出たというので，皆さんカメラマンがそちら

のほうに行かれて，自分たちの記者会見のときは５人か６人ぐらいパソコン

を持ってる人たちだったんで，そのときはちょっとほっとしたというのが正

直な感想です。 

司会者 

 ほかに出られた方で感想は何かありますか。特によろしいですか。では，
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次出られなかった方ですかね。出られなかった理由みたいなところですかね。

どなたからでも結構ですがいかがですか。１番の方。 

１番 

 政治家さんの公判があって，記者さんはみんな忙しいよって裁判長に言わ

れて，なかったんです，記者会見。 

１番 

 私の皆さんはやる気満々で，ぜひということだったです。ないっていうと

きにみんなちょっと不服でした。 

司会者 

 たまたまなかったですか。 

司会者 

 ほかに報道関係の方ご質問ありますか。まだ少し時間がありますので，ど

うぞ。 

Ｂ社乙記者 

 すみません，もう一個だけいいですか。司会者がおっしゃってた書証と人

証の印象のところでは，ちょっと明確な答えが出てなかったと思うんでお聞

きするんですけど，私が取材した裁判経験者の方だと，書面の読み上げだと

後になって何言ってたかなと思い出せないけども，証人として出てくるとみ

たいな話出て，あの人はああいうこと言ってたよねっていって，全然やっぱ

り証人で来たほうが理解が早いし深まるという方が結構多いんですけど。特

に無罪主張の５番，６番，７番，８番さんなんかは書証も人証も多かったと

思うんですが。どちらのほうがやっぱり記憶の部分で，やっぱり人証のほう

がよろしいでしょうか。 

司会者  

５番の方はいかがですか。証拠書類の調べと，いわゆる証人尋問，被告人質

問の違いというか。 
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５番 

 書面だとわかりづらいですよね。証人尋問とかのほうがわかりやすいなと

いう印象がありますけれども。 

司会者 

 ６番の方，同じ質問ですが。 

６番  

自分，最初見たときは通訳の方が入ってるやりとりがあったので，特にどっ

ちがどうというのはありませんでした。 

司会者 

 ７番の方は。 

７番 

 そうですね，やっぱりその人。目撃者だとかだったので，やっぱり直接見

た方の意見を聞くのが一番。そのときの表情だとかがわかるので，人証のほ

うがわかりやすいです。 

司会者 

 ８番の方はいかがですか。 

８番 

 そうですね，書面はわかりづらいというかあれなんですけども，人としゃ

べってるのと比較すると圧倒的に証人で来ていただいてるほうがわかりやす

い。やっぱりしゃべってるのを見てまた得る情報というか，伝わってくるも

のが明らかに違うことがわかりました。 

司会者 

 ４番の方は。 

４番 

 証人についてはなかったですね。 

司会者  
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被告人からは直接話聞かれましたよね。 

４番 

 はい。 

司会者 

 特に違いというのは余りなかったですか。 

４番 

 ですね。書証で読むほうが得意なので。 

司会者 

 順番に。３番の方は何かありますか。 

３番 

 いえ，特別ございません。 

司会者 

 ２番の方は。 

２番 

 やっぱり書面のほうがわかりやすい場合と，質問で深まる場合と両方ある

と思います。ただ，やっぱり裁判員も緊張してるので，質問しようとかそう

いうことにとらわれちゃって，割とその前後が少し記憶が抜けてたりという

ことも実際ありました。 

司会者 

 １番の方はいかがですか。 

１番 

 ２番の方と一緒で，私の場合は被告人が何を聞いても泣いてばかりいるの

で，書面のほうがわかりやすい場合と，やはり証人に立った方，夫ですね。

お答えなんかはすごく，書面よりもずっと本人からは伝わってきます。両方

です，はい。 

司会者 
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 ほかに報道関係の方で，ご質問ある方いらっしゃいませんか。よろしいで

すか。検察官，弁護士，裁判官の方で何かご質問，何かありましたら，よろ

しいですか。それでは，そろそろ終了時間も近づいてきましたが，最後に裁

判員経験者の方々から，まだ裁判員裁判は続きますので，これから裁判員に

なる方がいらっしゃいますが，これから裁判員になる方へのメッセージとい

うことで，一言ずつお願いできたらというふうに思います。１番の方お願い

します。 

１番  

本当の素人の私はというか，皆さんもそうなんですけれども，突然裁判所に

やってきて，はい，これとこれ，これ読みなさいよと言って，どこまで本当

に裁判にかかわれるかというのもちょっと疑問だったんですけれども，やは

り私は今経験してから，私本当に周りの方に言ってます。名簿に載ったら時

間の許す限りやったほうがいいって。やはり，私のときは丙被告人裁判がよ

くニュースに載ってて，もちろん写真じゃなくて絵だけだったんですけど，

裁判員がずらっと並んでたんですね。そうすると，実際に子供たちにも，「マ

マ，ここの席ね」とか言うと，子供たちはわかってはいても，「ええ，本当に

座ってるのね」というので，やはり皆さんとてもびっくりなさるので，やは

り私は，やっぱり名簿に載ったら積極的にやってほしいと皆さんにはお伝え

しています。 

司会者  

はい，２番の方いかがですか。 

２番 

 やはり積極的にやってほしいなというのと，あと自分が本当にやりたいと

いう気持ちになって取り組んだときに，一番痛烈に感じたということが何て

言うんでしょうか，人を裁くということがいたずらに興味本位でなされては

いけないなというか，自分が本当にやりたいなと思ってたけども，それは非
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常に興味本位だったんですけど，取り組んでいくうちに人を裁くってことが

すごく重いことと，あとは裁かれる側がまず本当に単純なことに実刑と執行

猶予ってどのくらい被告人にとって違うもんなんですかね。同じ刑には変わ

んないんじゃないですかという質問したときに，本当に天国と地獄の違いだ

よというふうに聞いてて，そういうものかっていうふうに感じたり，いろい

ろやっていくうちに重さというのがわかっていって，だから，やりたくない

人にはそういう重みが自然と備わってきてしまうけども，やりたいという方

にも，皆さんそういった心の変化というのがきっと起こると思います。 

司会者 

 ３番の方，いかがですか。 

３番 

 やはりそれぞれの人生というか，今までの知識というか，それをぜひこう

いった裁判のときに，それぞれの先ほど話しました個性というか，そういう

いろいろな人がいて，いろんな意見が出るのが一番いいことですから，ぜひ

それぞれの自分が今まで蓄えてきたものですね。そういうのを裁判にぶつけ

ていただきたいと。自然体でやっていただければと，そう思ってます。 

司会者 

 ４番の方，いかがですか。 

４番 

 これから裁判員に選ばれたときに，自分の意見がちゃんと言えるように，

話しやすいけど，ちゃんと文章を読んで，文章読解力を強めて，つまんない

ことですけど，本当に勉強しておいてほしいなと思いますね。そのときにな

って慌てて，ああやだなとか思わないように，自分の意見をしっかり言える

ようにしておいてほしいと思います。 

司会者  

５番の方，いかがですか。 
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５番 

 その裁判員になって，自分の意見言うのはとても大変だなというのが痛感

したので，これからやる人にも自分の意見をきちんと言えるような，どうや

ったらできるかわからないですけれども，なるだけ人の意見に左右されず，

自分の意見を述べられるようになっていただければなって思います。 

司会者 

 ６番の方，いかがですか。 

６番 

 確かに精神的負担とかというのはありますけれども，本当に自分の意思で

できるものでもないですし，確率的にも一生に一度あるかないかだと思いま

すんで，ぜひ本当に選ばれた際には，どんどん積極的にやっていただきたい

なとは思います。そういう形で，今自分の身の回りの人たちにも，何人か名

簿載ったよという人たちがいますけれども，絶対選ばれたほうがいいという

形では勧めてますし，やっぱり何となくはうまく何がどうって言うんじゃな

いですけど，自分の中でも意識が変わった部分ってあると思うんで，そうい

う部分をどんどんいろんな人に経験してもらいたいなとは思ってます。以上

です。 

司会者 

 ７番の方，いかがですか。 

７番 

 裁判員を経験して，本当はやりたくなかったんだけど，しようがないから

という方も何人かいらっしゃって，でも，その方でも最後はやってよかった

なという方が結構いらっしゃったので，本当にやることでプラスじゃないで

すけど，私もすごい人前で話すのとか，意見を出すのが苦手なんですけども，

こういう話合いの場になると自分の意見も言えるようなるというか，言える

ようになったので，話合いの場がすごい貴重な体験ができたので，選ばれた
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らぜひやってほしいなと思います。 

司会者  

８番の方，いかがですか。 

８番 

 選ぶとか選ばれるとか，もう３年目ということで，今３年目ですから，裁

判員経験した方も少ないと思うんですけれども，制度が続いていけば，その

うち大半の人が経験するようになるかもしれないですので，裁判員に選ばれ

た場合は，しようがないと思って，そこで一回気持ちを切りかえて，真剣に

取り組んでもらいたいなと思います。それが結局，裁判員というものを経験

したから，僕は今，貴重な経験をしたなと思ってますが，結果として，その

人にマイナスに働くこともないとは言い切れないと思うんです。ですから，

やってみないと何も言えないと思うので，選ばれてしまった以上は真剣に取

り組むのが一番かなと思っています。 

司会者  

よろしいですか。それでは，そろそろ時間がまいったようでございますが，

裁判員経験者の方で，特にこの点は言っときたかったとかいうのはあります

か。どうぞ，３番の方。 

３番 

 私もちろん初めての裁判員の経験ですけども，私が提案して，最終日の前

の日に，皆さんで一期一会じゃありませんけれども，くじ引きでみんな当た

ったんだから会いましょうということで，反省会をやりました。裁判所の方

にも来てくださいって言ったけど，断られましたけれども，結局私たちの偶

然集まった人間が集まりまして，反省会をやりました。また年に１回やる予

定でおります。それで，そのときにぜひ，私はそのときに全員に住所と名前

とちょっとしたメモ用紙で書いていただいたんですけども，本当によかった

と思います。反省会をぜひやっていただけたらなと。 
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司会者 

 反省会は終わった後の何日か後にやったということですか。 

３番 

 ええ。私は３月の初めに終わりまして，それから場所を設定したり，皆さ

んに通知出しましてね，４月初めに会をやりました。今度また毎年会いまし

ょうということで約束しております。 

司会者 

 裁判員と補充裁判員の経験者ということですね。 

３番 

 そうです。ぜひにね。それと，心理的な負担がもしあった方がいらしても，

そこでそういった悩みでもできたら，話し合えますし。できれば，それをし

ていただけたら，一生に１回しか会わない偶然に会った人ですから，１週間

一生懸命話し合った仲間ですから，そういう意味でいかがかなという気がし

ます。ですから，そういった意味で，裁判所の方も住所を教えてください。

最初に私が一人一人聞いたわけですから，そのときにぜひ住所が教えていた

だけるようにして。 

あとは，いわゆる死刑問題ですね。やはり，私たち素人が，死刑というそ

ういったものの判決をくだしていいのかなと。やはり非常に難しい問題だと

思うんですけれども，結局死刑の場合も多数決と，今のところ多数決。それ

と結局は全員の意見一致がいいのかとか，そういったこれからの問題点だと

思いますけれども，本当に私なんか偶然死刑のところに会わなかったからい

いけれども，何か十何人の方が死刑判決に関与してらっしゃるようですけれ

ども。そういったところへ出た人が結局死刑を言い渡す判決するというのは

大変な重みじゃないかなと。我々みたいに何年から何年の間があったら，ま

あなということもあるけど，やはり死刑判決というのは，下した人というの

は心の負担が大きいんじゃないか。それについては，別段委員会というか，
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その死刑判決については何かしていただけたら，やっぱり私たちの一般の人

が死刑というふうに決めるのはいかがかなと。わずか１週間の話合いでね。

そういう点が気になります。 

司会者  

ほかの方はよろしいですか。それでは，時間がまいったようでございます。

これで，意見交換会を終了させていただきたいというふうに思います。裁判

員経験者の方々には，いろんなご意見，ご感想をお話ししていただきまして

どうもありがとうございました。 

   本日のご感想，ご意見については，今後裁判員制度に関するいろんな検討に

当たりまして，参考にさせていただきたいというふうに思っています。これ

で終了させていただきたいと思います。本日はまことにありがとうございま

した。 

以上 


